
（別紙）令和７年度工賃（賃金）実績報告 作業分類について

本作業分類は令和７年度工賃（賃金）実績報告の集計において使用されます。
貴事業所が定める作業分類と異なる場合、お手数ですが、該当する作業分類を選択してください。

【注意】
下記に定める内容につきましては、本県の令和７年度工賃（賃金）実績報告のみ適用されるものとなります。他の申請や申

込などと名称及び取扱いが異なる場合がございますのでご注意願います。

【内職】
パーツ部品の組立や梱包作業、シール貼りなど、企業などから受け取った原材料を使用して事業所内部で行う作業が該当いた
します。
※事業所の建物外であっても、事業所の敷地内であれば“事業所内部”とみなします。

【施設外】
草刈りや清掃作業など、企業などの発注を受けて事業所外部で行う作業が該当いたします。
※事業所の設置法人からの発注であっても、上記の要件を満たし、かつ事業所ー設置法人の契約がされている場合は施設外に
該当いたします。

【自主製品】
お弁当やお菓子、雑貨制作など、事業所で準備した原材料を使用して事業所内部で行う作業が該当いたします。

※農業、水産業、林業に関しては、作業の内容に照らし合わせ、該当する上記作業分類と併せて選択してください。
例）自主製品として農作物を栽培 ⇒ 「自主製品（農作業）」
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本年度より作業分類にて、新たに「水産業」「林業」の選択肢を追加いたしました。
下記の事例（参考：厚生労働省「障害者就労における林業・水産業等との連携におけるガイドブック」）を参考に作業分類

を選択してください。

「水産業」事例 「林業」事例

・しいたけの栽培、収穫、出荷

・雑木林や竹林の伐採や整備、炭焼き

・木工クラフト商品の製造、販売

・黒松苗植替え作業

・薪の製造、販売

・苗木の育成

・木材加工作業 など

・あおさのりの製造、販売

・（養殖業）バンガラの組み上げ

・昆布の加工作業

・干物づくり

・真珠のアクセサリーづくり

・養殖場の水槽清掃

・うなぎのかば焼きの真空パック詰め

・魚介類のネット販売（発送作業）

・貝類（牡蠣など）の養殖作業 など
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Ｑ：発注者から依頼により、事業所敷地内にある畑で農作物を栽培しており、収穫したものは全て発注元で買い取られる場合、

どの作業分類に該当しますか。

Ａ：農作物の栽培ー収穫作業が発注者の依頼あるなしで継続できるかによって判断をお願いします。

現時点で発注者からの依頼なしでは農作物の栽培ができない（対象の作物の種を提供してもらっている、農機具を借入し

ている、など）場合は「内職（農作業）」、農作物の栽培ができる場合は「自主製品（農作業）」を選択してください。

なお、販路については上記作業分類の選択に影響しないものといたします。

Ｑ：レストランの接客作業はどの作業分類に該当しますか。

Ａ：レストランの形態、及び事業所としての取扱いによって判断をお願いします。

原則として接客作業は「施設外」といたしますが、利用者もしくは支援員が作成した料理やお菓子などを提供しており、

かつ事業所（もしくは設置法人）がレストランを運営している場合は「自主製品」を選択してください。

Ｑ：干し芋や干物などのパック詰め作業について、既に加工済みのものが発注先から送られてくる場合、その作業分類に該当

しますか。

Ａ：加工の程度によって判断をお願いいたします。

干し芋や干物のように原材料の判別がしやすいものの場合は、「内職（農作業）」や「内職（水産業）」などを選択して

ください。ただし、原材料の判別がしにくいものや、複数の材料を用いて１つの商品として成り立つものの場合（サツマイ

モペーストが練りこまれているお菓子、焼き魚がメインのお弁当、など）は「内職」を選択してください。

※「自主製品」の場合も同様の取扱いとなります。
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